
 

平成３０年度  第２回  運行管理者試験を  

受験される皆様へ  

 

平成 31 年 3 月 3 日（日）、試験会場である「マイド

ームおおさか」へ、自動車やバイク等で来場し、周辺道

路や近隣の店舗等に違法に駐車する行為（トラブルを

含む）は、「失格」扱いとなり、直ちに退席していただ

きます。  

違法駐車は、厳に慎んでいただき、会場へは、公共の

交通機関でご来場いただきますよう、よろしくお願い

いたします。  

 

 また、大阪市では、平成 19 年 4 月より、「路上喫煙

の防止に関する条例」により、道路・広場・公園その他

の公共の場所における、路上喫煙防止の取り組みを進

めております。  

歩き煙草や吸殻のポイ捨て等は、おやめいただき、所

定の喫煙所をご利用いただきますよう、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。  

 


